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北九州市告示第２２号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成２９年１月２０日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

土曜日 午後１時から午後５時まで

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日は、返還事務を行わない。

３ 問合せ先

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転 移動し、 移 動 し 、 保 保管及び返還を行う場所

車が放置されていた場 保管した 管 し た 年 月

所 自転車の 日

台数

ＪＲ門司港駅周辺地区 ２台 平 成 ２ ８ 年 北九州市門司区西海岸一丁

自転車放置禁止区域 １ ２ 月 ６ 日 目３番

西海岸自転車保管所

門司区自転車放置禁止 １台 平 成 ２ ８ 年
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区域外 １ ２ 月 １ ９

日

ＪＲ小倉駅周辺地区自 ８９台 平 成 ２ ８ 年 北九州市小倉北区青葉二丁

転車放置禁止区域 １ ２ 月 ８ 日 目１番

青葉自転車保管所

１７台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ ０

日

２０台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ０

日

ＪＲ西小倉駅周辺地区 ８台 平 成 ２ ８ 年

自転車放置禁止区域 １ ２ 月 １ ４

日

ＪＲ南小倉駅周辺地区 １０台 平 成 ２ ８ 年 北九州市小倉南区下城野一

自転車放置禁止区域 １ ２ 月 １ ６ 丁目１番

日 下城野自転車保管所

小倉北区自転車放置禁 １台 平 成 ２ ８ 年

止区域外 １ １ 月 １ ５

日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ 日

４台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ６ 日

５台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ９ 日
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４台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ ６

日

１台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ０

日

ＪＲ下曽根駅周辺地区 ４台 平 成 ２ ８ 年 北九州市小倉南区八重洲町

自転車放置禁止区域 １ ２ 月 １ ３ １６番

日 八重洲自転車保管所

小倉南区自転車放置禁 ３台 平 成 ２ ８ 年 北九州市小倉南区下城野一

止区域外 １ ２ 月 １ 日 丁目１番

下城野自転車保管所

５台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ７ 日

６台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ８ 日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ ５

日

４台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ １

日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ７

日

若松区自転車放置禁止 ２台 平 成 ２ ８ 年 北九州市若松区響南町８番

区域外 １ ２ 月 ２ 日 小石自転車保管所
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１台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ ３

日

１台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ６

日

ＪＲ八幡駅周辺地区自 １台 平 成 ２ ８ 年 北九州市八幡西区築地町１

転車放置禁止区域 １ ２ 月 １ ９ ０番

日 築地自転車保管所

八幡東区自転車放置禁 ２台 平 成 ２ ８ 年

止区域外 １ ２ 月 ６ 日

４台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 １ ５

日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ０

日

ＪＲ黒崎駅周辺地区自 ３台 平 成 ２ ８ 年

転車放置禁止区域 １ ２ 月 ２ １

日

ＪＲ折尾駅周辺地区自 ４台 平 成 ２ ８ 年 北九州市八幡西区長崎町２

転車放置禁止区域 １ ２ 月 １ ５ 番

日 長崎町自転車保管所

八幡西区自転車放置禁 ３台 平 成 ２ ８ 年 北九州市八幡西区築地町１

止区域外 １ １ 月 ７ 日 ０番

築地自転車保管所
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２台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 ９ 日

８台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 １ ６

日

３台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 ２ ２

日

１台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 ２ ５

日

３台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 ２ ９

日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ １ 月 ３ ０

日

ＪＲ九州工大前駅周辺 １３台 平 成 ２ ８ 年 北九州市戸畑区三六町１３

地区自転車放置禁止区 １ ２ 月 １ ２ 番

域 日 三六自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺地区自 ４台 平 成 ２ ８ 年

転車放置禁止区域 １ ２ 月 ２ ２

日

戸畑区自転車放置禁止 ４台 平 成 ２ ８ 年

区域外 １ ２ 月 ９ 日

１１台 平 成 ２ ８ 年
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１ ２ 月 １ ２

日

２台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ０

日

１台 平 成 ２ ８ 年

１ ２ 月 ２ ８

日
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北九州市告示第２３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４４第４項の規

定に基づき、次の表の左欄に掲げる箇所に設置された区出納員をして同表の右

欄に掲げる箇所に設置された区分任出納員に、平成２９年１月１日から平成２

９年３月３１日までの期間、同欄に掲げる箇所において取り扱う保育料の収納

事務を委任させた。 

  平成２９年１月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 八幡西区 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区鳴水町５番２２号 

あゆみの森共同保育園 
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北九州市公告第３０号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約を

締結したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（

平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告

する。

  平成２９年１月２０日

             北九州市長 北 橋 健 治  

１ 特定役務の名称及び数量

  平成２８年度基幹系端末システムの借入れ及び保守 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

  北九州市総務局情報政策課

  北九州市小倉北区大手町１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  平成２８年１２月２２日

４ 契約の相手方の名称及び住所

日立キャピタル株式会社九州法人支店

  福岡市博多区店屋町１番３５号

５ 契約金額

  ８億４，２９２万１，６４０円

６ 契約の相手方を決定した手続

  随意契約

７ 随意契約の理由

  政令第１１条第１項第２号に該当するため
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北九州市公告第３２号 

 福岡県知事から次の北九州都市計画道路事業の事業計画の変更認可に係る図

書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６

３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを

北九州市建築都市局折尾総合整備事務所工事課において公衆の縦覧に供する。 

  平成２９年１月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

３・４・１０３号折尾青葉台線

３・４・１９８号日吉台光明線（光明工区）
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北九州市公告第３３号 

 北九州都市計画道路事業の事業計画の変更認可の告示（平成２９年福岡県告

示第２６号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６

条の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業 

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

名称        所在 

３・４・１０３号折尾青葉台線 北九州市八幡西区折尾三丁目及び

折尾四丁目地内 

３ 施行者の名称  

北九州市 

４ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区北鷹見町１３番１０号オリオンプラザ２階 

  北九州市建築都市局折尾総合整備事務所工事課 

  なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお

いて縦覧に供している。 
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北九州市公告第３４号 

 北九州都市計画道路事業の事業計画の変更認可の告示（平成２９年福岡県告

示第２７号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６

条の規定により次のとおり公告する。 

  平成２９年１月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 都市計画事業の種類 

  道路事業 

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在 

名称        所在 

３・４・１９８号日吉台光明線（

光明工区） 

北九州市八幡西区折尾一丁目、丸

尾町及び光明二丁目地内 

３ 施行者の名称  

北九州市 

４ 事務所の所在地 

  北九州市八幡西区北鷹見町１３番１０号オリオンプラザ２階 

  北九州市建築都市局折尾総合整備事務所工事課 

  なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所にお

いて縦覧に供している。 
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北九州市公告第３５号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

平成２９年１月２０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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北九州市選挙管理委員会告示第６号 

 北九州市議会議員一般選挙を､次のように行う。 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

委員長 日 髙 義 隆 

１ 選挙の期日 平成２９年１月２９日 

２ 選挙すべき議員の数 

選挙区名 定数 

門司区選挙区 ６人

小倉北区選挙区 １１人

小倉南区選挙区 １２人

若松区選挙区 ５人

八幡東区選挙区 ４人

八幡西区選挙区 １５人

戸畑区選挙区 ４人
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北九州市選挙管理委員会告示第７号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における繰上投票を

行う地域及びその期日を、次のように定める。 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 繰上投票を行う地域 小倉北区第１４投票区 

２ 繰上投票を行う期日 平成２９年１月２７日 
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北九州市選挙管理委員会告示第８号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における各選挙区の

選挙長及びその職務を代理すべき者を、次のように選任する。 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

選挙区名 
選挙長 同左の職務を代理すべき者 

住所 氏名 住所 氏名 

門司区選

挙区 

北九州市門司区

藤松一丁目１５

番１０号 

福江三郎 

北九州市小倉南

区下曽根二丁目

８番２２号 

岩田由香里 

小倉北区

選挙区 

北九州市小倉北

区下富野二丁目

１番１８号 

神﨑哲朗 

北九州市八幡西

区上の原四丁目

２８番２０号 

寺田朝孝 

小倉南区

選挙区 

北九州市小倉南

区下曽根三丁目

１６番７号 

谷上 昇 

北九州市小倉南

区朽網西五丁目

２０番５号 

江淵和隆 

若松区選

挙区 

北九州市若松区 

深町二丁目３番

２１号 
丸山野美次 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

４番３６－９０

８号 

栗原健次 

八幡東区

選挙区 

北九州市八幡東

区桃園一丁目９

番１１号 

小林正己 

北九州市小倉南

区志井四丁目４

番３４号 

倉知 宏 

八幡西区

選挙区 

北九州市八幡西

区東川頭町７番

１２号 

井関 貢 

北九州市小倉北

区大手町１３番

１３－８１１号 

堤 晴幸 

戸畑区選

挙区 

北九州市戸畑区 

浅生三丁目９番

２９－９０１号 

 本博子

北九州市八幡西

区丸尾町１１番

３５号 

竹田 徹 
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北九州市選挙管理委員会告示第９号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における選挙長の事

務を行う場所を、次のように定める。 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 選挙長の事務（立候補届の受付を除く。）を行う場所 

選挙区名 場 所 

門司区選挙区 
北九州市門司区清滝一丁目１番１号 門司区役所内

北九州市門司区選挙管理委員会事務局 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区大手町１番１号 小倉北区役所内

北九州市小倉北区選挙管理委員会事務局 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 小倉南区役

所内 北九州市小倉南区選挙管理委員会事務局 

若松区選挙区 
北九州市若松区浜町一丁目１番１号 若松区役所内

北九州市若松区選挙管理委員会事務局 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 八幡東区役

所内 北九州市八幡東区選挙管理委員会事務局 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 八幡西区

役所内 北九州市八幡西区選挙管理委員会事務局 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 戸畑区役所内

北九州市戸畑区選挙管理委員会事務局 

２ 立候補届の受付を行う場所 

選挙区名 場 所           

門司区選挙区 
北九州市門司区清滝一丁目１番１号  

門司区役所 大会議室 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区大手町１番１号  

小倉北区役所 ８１２会議室 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区若園五丁目１番２号  

小倉南区役所 大会議室 

若松区選挙区 
北九州市若松区浜町一丁目１番１号  

若松区役所 ３０３会議室 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央一丁目１番１号  

八幡東区役所 大会議室 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所 ６０２会議室 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区千防一丁目１番１号  

戸畑区役所 大会議室 
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北九州市選挙管理委員会告示第１０号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における選挙会の場

所及び日時を、次のように定める。 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 場所 

選挙区名 場 所 

門司区選挙区 
北九州市門司区高田一丁目２０番１号  

門司体育館 

小倉北区選挙区 
北九州市小倉北区三郎丸三丁目４番１号 

小倉北体育館 

小倉南区選挙区 
北九州市小倉南区日の出町二丁目５番１号 

小倉南体育館 

若松区選挙区 
北九州市若松区古前一丁目１番１号   

若松体育館 

八幡東区選挙区 
北九州市八幡東区中央三丁目９番６号  

八幡東体育館 

八幡西区選挙区 
北九州市八幡西区的場町１番２号     

的場池体育館 

戸畑区選挙区 
北九州市戸畑区浅生二丁目１番１号   

浅生スポーツセンター 

２ 日時 平成２９年１月２９日 午後９時１５分から 
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北九州市選挙管理委員会告示第１１号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における開票事務は

、選挙会事務に合わせて行う｡ 

  平成２９年１月２０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 
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公立大学法人北九州市立大学公告第４号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、公立大学法人北九州市立大

学定款第７条及び公立大学法人北九州市立大学契約規程（以下「契約規程」と

いう。）第５条の規定により、次のとおり公告する。 

  平成２９年１月２０日 

公立大学法人北九州市立大学 理事長 石 原 進 

１ 委託内容 

 （１）  業務名 北九州市立大学インターネット出願システム等に係る業務

 （２） 履行の内容等 

  ア インターネット出願システムの設計・開発・運用・保守・改修業務 

  イ 入学検定料収納代行決済業務 

  ウ その他ア及びイに付随する業務  

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 公立大学法人北九州市立大学の指定した場所 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  競争に参加する者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（２） 平成２８年度入学者選抜等（平成２７年度実施）におけるインター

ネット出願総取り扱い件数（入金処理件数）で、５０，０００件以上の実

績があること。 

（３） 入学検定料にかかる収納サービスを１０校以上の大学において実績

があること。 

（４） 受託者（業務遂行に必要な全ての関連事業者）において、次の認証

をいずれも取得していること。 

 ア ＩＳＭＳ適合性評価制度による認証（認証基準ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０

０１：２０１３） 

 イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク、
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又は個人情報保護に関する同等以上の第三者認証 

（５） その他仕様書に定める受託者の条件及び技術的要件を満たすこと。 

（６） 公立大学法人北九州市立大学及び北九州市から指名停止を受けてい

る期間中でないこと。 

３ 契約条項を示す場所及び期間 

（１） 場所   

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 事務局広報入試課 

（２） 期間 

この公告の日から平成２９年１月３１日（火）まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１２時

まで及び午後１時３０分から午後４時３０分まで。 

４ 入札説明書及び仕様書の配布方法等 

（１） 方法 

   本件委託に係る入札説明書及び仕様書は文書により配布する。  

（２） 場所   

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 事務局広報入試課 

（３） 期間 

この公告の日から平成２９年１月３１日（火）まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午前１２時まで及び午後１時３０分から午後４時３

０分まで。 

５ 競争入札参加資格確認申請書の提出方法等 

（１） 方法 

  競争入札参加資格確認申請書及び関連する書類は、持参又は郵送（書留

郵便に限る。「北九州市立大学インターネット出願システム等に係る業務

 競争入札参加資格確認申請書」と朱書きすること。）による。 

（２） 場所   

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 事務局広報入試課 

（３） 期間 

この公告の日から平成２９年１月３１日（火）まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午前１２時まで及び午後１時３０分から午後４時３

０分まで。 
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（４） 結果通知 

  競争入札参加資格の確認の結果は、平成２９年２月３日（金）までに通

知する。 

（５） その他 

  提出された書類は返却しない。 

６ 仕様書に対する質問 

（１） 方法 

   仕様書に対する質問がある場合は、書面により提出すること。なお、書

面はファックス又は電子メールによるものも受け付ける。  

（２） 場所   

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 事務局広報入試課 

（３） 期限 平成２９年２月７日（火）午後４時３０分まで 

（４） 回答 

   質問書に対する回答は、競争入札参加資格者に平成２９年２月１０日（

金）までにファックス又は電子メールで行う。 

７ 入札及び開札の場所及び日時 

（１） 場所 

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 本館５階 Ｅ－５１２会議室 

（２） 日時 

平成２９年２月１７日（金）午前１０時 

８ 入札及び契約に関する条件 

（１） 入札保証金 

免除する。 

（２） 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程第２７条第６項

第１号から第７号までのいずれかに該当する場合は免除する。  

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札 

（２） 競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札 

（３） 契約規程第１２条各号のいずれかに該当する入札 

１０ その他 

（１） 本件委託に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
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（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者は、この 

入札に参加することができない。   

（３） この公告に関する問い合わせは、公立大学法人北九州市立大学事務

局広報入試課（ＴＥＬ：０９３－９６４－４０２２）とする。 
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